
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

八

日

参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
今
後
の
沖
縄
振
興
の
推
進
に
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

、

、

、

、

一

政
府
は

沖
縄
振
興
予
算
に
お
け
る
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は

沖
縄
県
及
び
市
町
村
の
自
主
性
を
拡
大
す
る
た
め

今
後
、
一
括
交
付
金
の
対
象
と
な
る
経
費
の
一
層
の
拡
大
を
検
討
す
る
こ
と
。

、

、

、

。

二

政
府
は

沖
縄
県
に
お
け
る
直
轄
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は

地
元
企
業
の
受
注
機
会
の
拡
大
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と

三
、
政
府
は
、
離
島
に
住
所
を
有
す
る
妊
産
婦
の
通
院
及
び
宿
泊
に
対
す
る
支
援
、
離
島
と
の
航
路
・
航
空
路
に
よ
る
人
の
往

来
又
は
物
資
の
流
通
の
確
保
に
対
す
る
支
援
及
び
離
島
の
区
域
外
の
高
等
学
校
に
進
学
し
た
生
徒
の
通
学
に
対
す
る
支
援
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
離
島
振
興
法
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
支
援
に
係
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
場
合
は
、
沖
縄
県
が
他
の
離
島
に

係
る
財
政
措
置
に
比
べ
て
不
利
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
政
府
は
、
揮
発
油
税
・
地
方
揮
発
油
税
の
軽
減
措
置
に
関
し
て
は
、
三
年
後
の
期
限
に
お
い
て
、
沖
縄
県
の
県
民
生
活
や



企
業
活
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
期
限
の
延
長
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


